
１．国の予算と地方財政計画との関係（平成25年度当初） ２．国・地方間の財源配分について（平成23年度）

一般会計（歳入）【９２．６兆円】

一般会計（歳出）【９２．６兆円】

譲与税及び交付税
配付金特別会計
（歳入）

（歳出）

地方財政計画（歳入）【８１．９兆円】

地方財政計画（歳出）【８１．９兆円】

その他

国民へのサービス還元

国と地方の歳出総額（純計）＝１６４．７兆円

地　方　財　政　制　度　の　現　状　

地方税
（３５．１兆円）

国の歳出
（純計ベース）
６８．５兆円

地方の歳出
（純計ベース）
９６．２兆円

地方財政全体は、地方財政計画において総額として確保される。個別の自治体は、地方税のほかに、地方交付税、地方債を通じて地方財源が保障されている。

国
税
収
納
整
理
資
金

国税

（７．５兆円） （４２．９兆円）

国債費

（２２．２兆円）

（６．７兆円）

地方交付税等

（１６．４兆円）

その他の歳出

（５４．０兆円）

譲与税

国民の租税（租税総額＝７８．７兆円）

国税
（４３．６兆円）

公債費等

（１４．７兆円） （５兆円）

地方税

（３４．０兆円）

地方交付税
（１７．１兆円）

地方特例交付金
（０．１兆円）

給与関係経費

（１９．７兆円）

一般行政経費

（３１．８兆円）

投資的経費

（１０．７兆円）

※臨財債6.2兆円含む

国庫支出金

（１１．９兆円）

その他

(5.4兆円）

うち社会保障関係費　　２９．１兆円
うち公共事業関係費　　　５．３兆円

地方債

（１１．２兆円）

交付税（入口ベース）

交付税（出口ベース）

（２．３兆円）

一般会計より受入れ

（１６．４兆円）
地方交付税１６．３兆円

地方特例交付金０．１兆円

地方交付税

地方特例交付金
（１７．１兆円）

（０．１兆円）

（２．３兆円）

譲与税

自動車

重量税等

国予算

地
方
譲
与
税
（２．３

兆円）

交付税対象５税目（３５．６兆円）
所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税

その他

税収
公債金 その他

法定５税の一定割合（所得税32％、法人税
34％、酒税32％、消費税29.5％、たばこ税25％）

地方

譲与税

そ
の
他
（１．１

兆円）

そ
の
他

（０．３兆円）

補助金支給

（国が使途

を特定）

地方債の協議・届出制

（国の同意（許可）

等のある地方債に対

し国が財源を保障）
地方交付税の交付

標準的財源保障

財源不均衡の調整

地方譲与税の譲与

国税として一体徴収後、一定

の基準に従い地方分を配分地方財政計画

・内閣が、翌年度の地

方公共団体の歳入歳出

総額の見込額に関する

財政計画を策定。

・同計画を通じて、地

方公共団体が標準的な

行政水準を確保できる

よう地方の財源を保障。

・国の毎年度の予算編

成を受けて、予算に盛

られた施策を具体化す

るとともに、地方財政

との調整を図る。

資
料
２

５５．４％

４１．６％ ５８．４％

４４．６％

地方交付税

国庫支出金等


